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平成 17 年度第１回  
ExTEND2005 リスクコミュニケーション推進検討会  

議事録（案）  

日時： 平成１７年８月４日（木）１６：００～１８：００  
場所：（財）環境情報普及センター会議室  
出席者（敬称略）：  
検討会委員：有田 芳子 主婦連合会  

内山 巌雄 京都大学大学院 工学研究科教授  
小黒 一三 月刊ソトコト編集長（株式会社トド・プレス）  
川島 久德 （社）日本化学工業協会 総務部兼広報部部長  
吉川 肇子 慶應義塾大学商学部助教授  
間正 理恵 （社）環境情報科学センター  

調査研究室主任研究員  
村田 幸雄 （財）世界自然保護基金ジャパン  

シニアオフィサー  
脇森 裕夫 農薬工業会内分泌かく乱物質問題 WG 長  

（日本モンサント（株）農薬規制・環境部長）  
座長：北野  大 淑徳大学国際コミュニケーション学部  

人間環境学科教授  
環境省環境安全課：上家課長、入江係長、奥崎専門員  

事務局：（財）環境情報普及センター  
         ＮＨＫエンタープライズ  
 

欠席者（敬称略）：  
検討委員：山形 浩生 評論家・翻訳家  

 
議題  
１．平成１７年度 ExTEND2005 リスクコミュニケーション推進事業について  
２．平成１７年度化学物質の内分泌かく乱作用に関するホームページ作成事業

について  
３．平成１７年度国際シンポジウム一般向けプログラムについて  
４．平成１７年度野生生物の観察事業について  
５．その他  

参考資料１

06.03.29
H17 第２回リスクコミュニケーション推進検討会
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質問・意見  説明･回答  

事務局報告事項  
１．ExTEND2005 における取組について  
２．平成 17 年度第１回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会について  
３．ExTEND2005 リスクコミュニケーション推進検討会について  
【座長（北野）】進行：改めまして、また

ごあいさつさせていただきます。恐らく

年齢順で私が選ばれたんだろうと思っ

ております。先ほど上家課長のごあいさ

つにありましたように、ExTEND2005 の
中でリスクコミュニケーションという

のは大きな役割、重要な役割を占めてき

ておりますので、ぜひ皆さま方のご協力

をいただきながら進めていきたいと思

っています。  
 10 名足らずの小さな委員会ですから、も
うフランクに、形式張らないでいきたい

と思いますし、ラウンドテーブルと同じ

ように全部さん付けで呼ばせていただ

きます。そういうことで、フランクにお

話いただければと思っております。どう

ぞよろしくお願いします。  
 では、この検討会につきまして、事務局、

環境省より少し詳しくご説明いただけ

ると思いますので、入江さん、お願いで

きますか。  

【事務局（入江）】説明：それではご説

明いたします。  
 資料２－１、２－２、および委員の方々

に配布されました参考資料の ExTEND
をご参照ください。  

 まず資料２－１の第１ページ目をご覧

ください。この ExTEND2005 策定の経
緯ですけれども、化学物質の内分泌か

く乱作用に関する環境省の今後の対応

方針について、ExTEND2005 は 98 年環
境庁により策定されました「内分泌攪

乱化学物質問題への環境庁の対応方針

について」、いわゆる SPEED' 98 を全
面的に改定し、今後の環境省の化学物

質内分泌かく乱作用に関する取り組み

の方針として本年の３月に公表したも

のです。  
 次に項目Ⅱ「ExTEND2005 における基
本的な考え方」ですけれども、第８行

目にありますとおり、ExTEND におけ
る基本的な考え方としましては、「内

分泌かく乱作用は、化学物質のさまざ

まな作用の一面あるいはその他の生体

への作用と組み合わされたものとして

評価することが必要である」、これが

基本的な考え方ですので、総合的な化

学物質対策の中で取り組みを進めるこ

ととしております。  
 また、取り組みの対象物質としまして

は、SPEED' 98 よりも幅を広げまして、
化学工業製品だけではなくて、天然物

質等も含むこととしております。  
 具体的な方針ですけれども、３ページ

以降に列記してありますとおり、七つ

の柱が掲げられております。１番目が

「野生生物の観察」、２番目が「環境

中濃度の実態把握及び暴露の測定」、

３番目が「基盤的研究の推進」、４番

目「影響評価」、５番目「リスク評価」、

６番目「リスク管理」と続きまして、

最後の７番目の柱が「情報提供とリス

クコミュニケーション等の推進」とな

っております。  
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質問・意見  説明･回答  
 野生生物の観察やリスクコミュニケー

ションといった新たな柱を加えて、

SPEED' 98 での対策よりもより一層幅
の広い取り組みを進めております。こ

の ExTEND2005 における新たな柱のう
ちの一つでありますリスクコミュニケ

ーションについてご議論いただくの

が、本検討会です。  
 次に取り組み体制についてご説明い

たします。資料２－１の一番後ろに「取

組体制図」がございますので、この図

と照らし合わせて今からのご説明をお

聞きいただければと思います。文章で

の説明ですが、この資料２－１の７ペ

ージからの「取組体制」の部分で文章

により説明しております。  
 先の七つの柱のうち四つの分野別検

討会がございます。作用・影響評価検

討会、基盤的研究企画評価検討会、野

生生物の生物学的知見検討会、そして

リスクコミュニケーション推進検討会

です。  
 これらの分野別検討会での審議事項

は、化学物質の内分泌かく乱作用に関

する検討会、通称親検討会ですが、こ

ちらに報告され、評価、助言を仰ぐこ

ととなっています。なお、すべての検

討会は公開で行われます。  
 平成 17 年度の第１回の親検討会が
去る５月 17 日に開催されまして、この
「取組体制図」についてご承認いただ

きました。  
 資料２－２としてこの第１回の親検

討会の議事要旨を付けておりますけれ

ども、こちらの議事要旨の（２）にも

ありますとおり、分野別検討会の座長

は親検討会委員より選出するという規

定に基づき、本検討会座長については

北野委員が指名され、了承されており

ます。  
 再度資料２－１をご覧ください。各

分野別検討会の審議事項等というのが

７ページの真ん中あたりから列記して

ありまして、リスクコミュニケーショ

ン推進検討会につきましては８ページ

の下のほうに審議事項が書かれてあり

ます。  
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質問・意見  説明･回答  
  まず項目１ですけれども、化学物質

の内分泌かく乱作用問題に関してのリ

スクコミュニケーションのあり方その

ものについてご議論いただきます。次

に、具体的なリスクコミュニケーショ

ン推進事業であります３事業、ホーム

ページの作成事業、国際シンポジウム

の一般向けプログラム開催、野生生物

の観察事業、この三つの事業について

具体的にご議論いただきます。  
 また、この国際シンポジウムについ

ては後ほど改めてご説明いたしますけ

れども、一般プログラムに関しては一

般市民を対象としたリスクコミュニケ

ーションですので、このリスクコミュ

ニケーション推進検討会でご議論いた

だきますけれども、シンポジウムの専

門家向けプログラムに関しましては国

際協力事業の一環として親検討会でご

議論いただくことになっております。

 本検討会は年度内で２回開催する予

定です。第１回目は年度の早い段階で

開催し、事業計画についてご議論いた

だき、２回目は年度末の開催で、シン

ポジウムの報告等を含め、各年度の事

業の成果についてご報告、またご議論

いただくことになっております。以上

で事務局からの説明を終わります。  
【座長】進行：はい、ありがとうございま

した。  
  今資料２－１に基づきまして、以前の

SPEED' 98から ExTEND2005に至った経
緯。それが１ページの下ですね。「内分

泌かく乱作用は、化学物質のさまざまな

作用の一面あるいはその他の生体への

作用と組み合わされたものとして評価

することが必要である」という認識に立

って、必ずしも合成物質ばかりじゃなく

て、天然物質も対象とするということ。

その検討会の全体のストラクチャーが

最後のページに出ておりまして、親委

員会として化学物質の内分泌かく乱作

用に関する検討会というのがございま

して、その下に四つの検討会があって、

この検討会はその一番右のリスクコミ

ュニケーション推進検討会、そういう

位置付けになっているというお話でし

た。  
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質問・意見  説明･回答  
 とりあえず全体の枠組みなり、この検

討会のマンデートについてもしご質問

ございましたらお受けしたいと思いま

す。具体的に言うと、リスクコミュニケ

ーションをどうしていくかということ

と、国際シンポジウムの件でよろしいで

すか。リスクコミュニケーションの中に

は例のホームページも入っているとい

うことですね。個々の内容につきまして

はこの後また資料に基づいてご説明い

ただきますので、全体の構成、この委員

会の位置付け、この委員会としてのマン

デートをご説明いただきました。ご質問

ありますか。内山さん、どうぞ。  

 

【内山委員】質問：リスクコミュニケーシ

ョンはまだ発展の段階だと思うんです

けれども、リスクコミュニケーション手

法自体に対しての研究ですとか、そうい

うものは親委員会のほうでやっている

わけですか。基盤研究のほうにはそれ

は、コミュニケーションの研究は入って

いませんね。  

【上家環境安全課長】回答：入っていま

せん。  

【内山委員】質問：はい。それについて環

境省はどういうふうにお考えですか。  
【上家環境安全課長】回答：正直なとこ

ろそこまで手が回っておりません。今

後この検討会の中で、内分泌かく乱作

用という観点だけでなく、化学物質と

か環境と健康のようなところでのリス

クコミュニケーションについてそのも

のを研究する必要があるというふうな

ご議論になれば、それを親検討会に報

告していただいて、来年度以降どうい

う枠で進めるかは別として、そういう

分野の研究を進めるということも検討

対象とはなろうかと思いますが、今年

度については、リスクコミュニケーシ

ョン学としてのコミュニケーションと

いうようなところについての研究班は

この枠の中にはつくっていないという

状況でございます。  
【座長】進行：具体的な例としては、例の

ホームページによる周知等、それから 12
月の沖縄でのシンポジウム、その二つが

当面この検討会でのマターになってい

る。今内山さんがおっしゃるように、ど

うあるべきかということが必要であれ

ば親委員会に諮って、来年度以降また検

討をしたいと思いますが。ほかによろし

いでしょうか。  
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質問・意見  説明･回答  
【脇森委員】質問：リスクコミュニケーシ

ョンの方法の部分とメッセージの部分

とあると思います。ここではどうやって

伝えたらいいかという方法の部分とコ

ンテンツと両方が組み合わさった話な

んだとは思いますけれども、上家課長が

おっしゃった、どうなったのかというこ

とに対するメッセージというのは、環境

省としてはこうだというのがあって、そ

れをこういうふうに料理してほしいと

いうことなのか、それともメッセージそ

のものをここで考えてほしいというこ

となのでしょうか。  

【上家環境安全課長】回答：基本的には

この検討会は作業部会ではなく、作業

をしているものについてご意見をいた

だく場というふうに位置付けておりま

す。ですから、具体的なホームページ

作成の作業ですとか、シンポジウムで

のプログラムの構成等については後ほ

ど各担当から、今どういう状況で準備

をしている、どういう状況になってい

るという報告をいたします。それにつ

いてご意見をいただいて、ご指導をい

ただきたいというのが、一番基本的な

部分でございます。  
 そのほかに、枠組みとしてどうなのか

という大きな枠組みを、もっと別のツ

ールも使うべきだというようなご議

論、あるいは先ほどの内山さんのご意

見のように、学問としてまず研究すべ

きではないかというようなご意見、そ

ういうふうな部分と、一方で、今脇森

さんがおっしゃったように、一言一句

になりますけれども、ホームページ上

で例えば内分泌かく乱作用をどう説明

すべきか、というようなご議論も当然

あろうかと思いますが、基本的には環

境省と作業を委託しております委託先

とでつくったたたき台について修正を

していただきながらお話を進めていく

のがまず最初かなというふうに考えて

おります。  
【座長】進行：よろしいですか。はい、村

田さん、どうぞ。  
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質問・意見  説明･回答  
【村田委員】質問：この推進検討委員会は

年に２回程度というふうに伺っていま

す。そうすると、今回の議題はこれで分

かりますが、もう１回、残りは何をする

のか。今年度何をするのかという全体像

がちょっと見えてないので、説明してい

ただければ。  

【上家環境安全課長】回答：これも後ほ

どご説明しますが、例えばホームペー

ジについては、今表紙と一部分立ち上

がっております。それがもうちょっと

進化していくので、その進捗状況をご

報告し、来年度どういうことをやって

いったらいいかというようなことを年

度末にご議論いただきます。  
 シンポジウムにつきましては、これも

後ほど詳細にご説明しますが、12 月に
予定しておりますので、それがどうい

うふうになったか、それを受けて今後

どういうふうにしていったらいいかと

いうようなところについてご意見を伺

う。ということで、進捗状況をご報告

し、来年度以降についてご意見をいた

だくのが第２回というふうに考えてお

ります。  
 ただ会議としては、皆さま方お忙しい

し、こういう場はなかなか何回もつく

れませんが、その都度メール等でお知

らせをし、ご相談は常時させていただ

きたいと思っています。  
【座長】進行：よろしいでしょうか。とり

あえず今回は、現在検討中また進行中の

テーマについて状況をお聞きしながら、

委員の皆さん方のアドバイスをいただ

く。次回は、ある程度出来上がるわけで

すから、それについて、例えばアクセス

状況とか評判とか、その辺を踏まえなが

ら、さらにこうしたらいかがでしょうか

というのがあればアドバイスいただく。

そして次年度につなげていきたい。そう

いうお話だと思います。  
 それでは、まず議題１からとりあえず具

体的に入っていきましょうか。  
 じゃあ、一つ目の議題「平成 17 年度
ExTEND2005リスクコミュニケーション
推進事業について」、資料３－１ですね。

じゃあ、お願いします。  

【事務局（入江）】説明：では資料３－

１をご覧ください。  
 まず項目１として、情報提供とリスク

コミュニケーションがなぜこの問題に

関して必要なのかということを書いて

あります。いわゆる環境ホルモン問題、

化学物質の内分泌かく乱作用問題とい

うのは 90 年代後半に社会的問題とな
り、マスメディアによっても環境ホル

モンに関する多くの情報伝達が行われ

ました。これを受けて、環境省では、

98 年に SPEED' 98 を公表し、さまざま
な取り組みを開始しました。特に環境

実態調査、野生生物の影響調査、基盤

的研究、試験法開発、試験実施等の取

り組みを推進してきました。  
  しかしながら、その結果につきまし

ては、十分に公表し、分かりやすい情

報提供をしてきたとはいえませんでし

た。その中で、徐々に社会的関心が低

下し、環境ホルモンに関連する情報は

減少していきました。  
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質問・意見  説明･回答  
 情報提供が十分に行われなかった結

果、現在でも一般市民の環境ホルモン

についてのイメージや知識は 90 年代
後半当時のものとあまり大きく変わっ

ていないのではないかと思います。よ

って、こういう状況を改善するために、

直接的かつ継続的な情報提供およびリ

スクコミュニケーションが必要と考え

られます。  
次に、この情報提供とリスクコミュニ

ケーションの具体的な手段ですけれど

も、先ほどから３事業挙げております

ように、まずはホームページの作成事

業、次に国際シンポジウムの一般向け

プログラムの活用、そして身近な野生

生物の観察事業、これは主に子供を対

象とした環境教育の一環という位置付

けですけれども、この３事業を挙げて

おります。  
次に２ページ目、裏面をご覧いただけ

ますでしょうか。  
 いわゆる環境ホルモン問題に関して

は、通常のリスクコミュニケーション

とは違いまして、幾つか主な特徴とい

うものがございます。それを列記して

あります。まず、内分泌かく乱作用と

いう問題についての理解のためには、

内分泌系の機能ですとか、ホルモンの

作用発現機序、これは分子生物学的な

ものも含めてですが、それから化学物

質そのものについての知識、生態系へ

の影響評価といったことについての知

識という、多岐にわたる科学的知識が

必要です。そのために、これらすべて

を総合しての理解というのが非常に難

しいと考えられます。  
 また、相反する仮説や試験結果が存

在して明確な結論が得られない部分が

あります。例えば低容量問題とか、ヒ

ト健康影響に関しては、まだ明確な結

論が得られておりません。  
 さらに有害性、ハザードに関する情

報が多くて、暴露を考慮したリスク評

価というそもそもの概念自体が十分に

伝わっていないのではないかと思いま

す。  
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質問・意見  説明･回答  
  次に、さまざまな立場からの情報発信

がなされています。これは、市民団体

の方ですとか、地方自治体でも取り組

んでおりますし、産業界のほうからも

積極的な情報提供がなされています。

いろんな立場の方からの情報発信がな

されています。これは先ほどの

ExTEND の概要でもご説明いたしまし
たが、この問題は化学物質そのものと

環境との関係の問題の一部分として扱

われるべきだと思っております。  
 次に、リスクコミュニケーションの観

点から留意点を幾つか挙げておりま

す。リスク認知というのは非常に感覚

的な部分があると思いますので、科学

的説明、例えばリスクの比較、これは

数値を挙げての比較、等ではリスク認

知はなかなか容易には変わらないので

はないかと思います。また、いったん

リスクとして認知されたものに対して

後から安全だという情報が出たとして

も、一度形成されたリスクとしての認

知はなかなか変わらないのではないか

と思います。  
 次に、完全にはゼロにできないリスク、

不確実性のあるリスクというのは、非

常にリスクコミュニケーションが難し

いものだと思います。また、情報提供

に際しては、一方的な情報提供ではな

くて、なるべく双方向性で、受け手側

の理解というものも考慮した上で行う

べきではないかと考えております。以

上が内容の説明です。  
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質問・意見  説明･回答  
【座長】進行：はい、ありがとうございま

した。  
 この推進委員会では、リスクコミュニケ

ーションの推進ということで、１ページ

の下にありますように、まずホームペー

ジをつくっていく。それから、国際シン

ポジウムで一般向けプログラムを開催

する。それから、身近な野生生物の観察

事業。それらについて、もちろんこの後

またご説明いただきますが、こういう作

業を行っていく上での基本的な考え方

として、２ページにありますように、い

わゆる環境ホルモン問題の特徴につい

て、二つ目がリスク認知のバイアスなり

リスクということですね、こういうこと

を踏まえながら以下に述べる三つの作

業を行っていきたいという基本的な考

え方をご説明いただきました。  
 ご意見、ご質問ありますでしょうか。村

田さん、どうぞ。  

 

【村田委員】質問：１ページの１ポツの「情

報提供とリスクコミュニケーションの

必要性」のところの矢印で囲まれている

下の三つのうちの一番下の部分、「徐々

に社会的関心は低下し、“環境ホルモン”

に関連する情報は減少」と書いてありま

すが、ここでいう意味はマスメディアを

通じた情報が低下したという意味です

ね。  

【事務局（入江）】回答：そうです。  

【村田委員】質問：私の理解では、いろん

な専門的な報告とかそういうのは逆に

かなり増えてきているという印象を持

っていますので、その辺を明確に。  

【上家環境安全課長】回答：ちょっとこ

こは言葉が不適切だったと思います。

報道は減少です。  
 

【座長】進行：そうですね。マスメディア

での取り扱い方は減ってきているとい

うことですね。  
 

【上家環境安全課長】補足回答：情報自

体は、後ろのページにも書いてありま

すように、研究者、産業界、市民団体、

自治体、たくさん出てきているんです

が、報道そのものは極端に減っている。

そうしますと、情報はいっぱいあるん

ですが、（情報を）積極的に取りに行

かれる方以外は６年前の報道状況のイ

メージから変わらなくて、その後の状

況を知らされていないというふうな問

題認識をしているということです。  
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質問・意見  説明･回答  
【座長】進行：よろしいですか。ほかにご

ざいますか。吉川さんは特に２ページ目

のリスクコミュニケーションでこうい

う点に留意していく必要があるんじゃ

ないかということですよね、それについ

てもしまたアドバイスがありましたら

いただければありがたいんですが。ま

あ、要するになかなか難しいというの

が。（笑）そういうことになるんでしょ

うけど。  

【吉川委員】意見：一番最初の、リスク

認知のところは何か事実と違うような

気がしますね。  

【座長】質問：といいますと？  【吉川委員】回答：多分ちょっと、リス

ク認知は感覚によっても左右されると

いうのは、そうじゃないんじゃないか

と思います。あまり厳密とはいえない

かもしれない。「科学的説明のみでは

リスク認知は変わりにくい」はあって

いると思いますけれども、科学的説明

がリスク比較ではないというのと、そ

れからリスク認知は環境で左右される

というふうにはいえないんじゃない

か。どういうふうに見ていいか分から

ない。  
【座長】意見：要するにリスク認知にはバ

イアスがかかってくるということでい

いんですか。そのバイアスにはいろんな

要素があるんだけど。  

 

【吉川委員】 そうですね。バイアスとい

うか。リスク認知に正解があるわけでは

ないので、人によって全然違うというも

のだと思うんです。特に感覚によって左

右されるということではないんじゃな

いか。ちょっと厳密にすべきかもしれま

せん。  

 

【座長】進行：例えばリスクレベルが 10
のマイナス５乗とマイナス６乗とあっ

たときに、必ずしもマイナス５乗のほう

が 10 倍リスクが大きいという判断はで
きないというか、そんな意味でここに書

いたんだと思いますけどね。  
 今でなくて結構ですから、ここら辺ま

た、先生専門ですので、こういったふう

に考えるというアドバイスがありまし

たらまたご紹介いただきたいんですが。

 こういう点を踏まえてやっていきたい

というのが三つの事業についての基本

方針です。  

【上家環境安全課長】補足説明：ちょっ

と補足いたしますと、何か役所の書類

めいて難しく書いていますが、要は、

普通の人に、それも普通の、どっちか

というと若者にも関心を持ってもら

い、普通に関心を持ってもらうにはど

うしたらいいかというのを考えていき

たいということで取り組みを進めたい

というのを役所風に書くとこの留意点

なのかなというところで書いてありま

す。  

【座長】進行：川島さん、どうぞ。   
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質問・意見  説明･回答  
【川島委員】質問：一番最後のところの「双

方向性の情報提供が必要である」という

のはそのとおりだと思うんですけれど

も、今年の三つの事業の中に果たしてこ

の双方向性の情報提供というふうなも

のが入っているのかなというのに多少

疑問を感じてるんですけれども。  

【上家環境安全課長】回答：入れている

つもりでおります。  

【座長】進行：この後また説明いただきま

すので、そういう観点からまたご覧いた

だければと思います。確かにリスクコミ

ュニケーションですから双方向性とい

うことで。  
 じゃあ、いいですか。じゃあ、次にいよ

いよ具体的な話に入っていきますので。

資料３－２ですね。「平成 17 年度化学
物質の内分泌かく乱作用に関するホー

ムページ作成事業について」。そこから

いきたいと思いますが、これはＥＩＣの

安部さんのほうからですね。  

【事務局（安部）】説明：それでは、資

料３－２「化学物質の内分泌かく乱作

用に関するホームページについて」と

いうことで、資料に沿ってご説明して

まいります。一応プロジェクターでこ

ちらにホームページの画面も映し出し

ておりますので、それも見ながら、と

いう形でご説明させていただきたいと

思います。  
 まず１番の「ホームページ全体につい

て」ということで、一つは、ホームペ

ージの作成主体が環境省ではなく、環

境情報普及センターが環境省の協力を

得て作成するページという位置付けと

して、ある程度独立性を持たせた上で

情報発信を行うというような考え方で

作成されております。そのため、画面

ですと「監修：環境省、運用：財団法

人環境情報普及センター」ということ

で、トップページの右上のほうにその

旨を分かるように掲げさせていただい

ています。お手元の資料の３枚目のと

ころに一応トップページのプリントア

ウトしたものをご用意させていただい

ていますが、こういったページの性格

付けをまず与えております。 次に、

このホームページの主なターゲット層

ということで、基本的には国民各層と

いうことが前提ではございますが、と

りあえず殊に出産育児にかかわりを持

って環境問題に関心を持っている

方々、そういった方々を主なターゲッ

トに据えてホームページを作成してみ

ました。  
 次にホームページのタイトルですが、

日本語名では「化学物質の内分泌かく

乱作用に関するホームページ」、英語

名ですと「Official ED Website」という
ことで、ED は Endocrine Disruption の
頭文字を取った形になっております。
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質問・意見  説明･回答  
  １ポツのところとも関係があるので

すが、ある程度独立性を持たせるとい

うことの趣旨を生かしていくための一

つのコンテンツとして、まだホームペ

ージのほうにはこの部分は今のところ

全く反映はされてないのですが、今後

この化学物質の内分泌かく乱作用に関

する広い分野の方々の専門家などによ

るコメントや対談といったものを盛り

込んで、ある程度常時更新していきた

いというふうに考えております。  
 それともう一つは、なかなか普通の

人ではとっつきにくいということもあ

るかと思われますので、詳細な説明ペ

ージのほかに簡単なＱ＆Ａのページを

設けております。  
 このホームページの作成の考え方と

して、四つの大体大きな柱を掲げさせ

ていただいております。一つが、内分

泌かく乱作用は化学物質が有するさま

ざまな作用の一面であり、化学物質に

ついての総合的理解の中で解釈される

べきものであるという一つの考え方が

ございます。ちょうどホームページで

いいますと、トップページの、一つは

「詳しく知りたい」というところであ

る程度詳しい情報を掲げていくという

ような考え方でつくられております。

もう一つ、ちょっと上なんですが、先

ほどのＱ＆Ａの部分で、やはり内分泌

のかく乱作用についてのＱ＆Ａの形式

で解説を加えて、ある程度入り口とし

て分かりやすい説明を加えていくとい

うような構成で、そういった総合的理

解の解釈という部分ではこの辺のコン

テンツを生かしていきたいというふう

に考えております。  
 次に生態系への影響評価のためには

野生生物に関しての基礎的知見が必要

であるということで、こちらは、「詳

しく知りたい」のところでも生態系へ

の影響ということでもう一つ独立した

形でのコンテンツを想定しておりまし

て、ここの部分は現在準備中でござい

ます。  
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質問・意見  説明･回答  
 それともう１点、リスク評価のために

は有害性評価とともに暴露評価が必要

であるということで、こちらもこの「詳

しく知りたい」というコーナーの「人

健康影響」ということで、こちらも現

在準備中ということで、ここで具体的

な反映をしていきたいというふうに考

えております。  
 次に、国内ではさまざまな取り組み

が実施されており、国際的にも大きな

貢献をしているということで、その部

分については、左側のコンテンツでい

きますと、「国内での取組」。国内で

の取り組みについては、関係省庁の取

り組み、ここにいろんなリンクを掲げ

させていただいております。次に地方

自治体のほうの取り組みということ

で、現在ある程度つくってあるページ

がご覧になれるようになっています。

次に「産業界の取組」ということで、

こちらのほうも幾つか準備できた部分

について見られるようになっておりま

す。市民の取り組みということで、こ

ちらのほうも今分かっている範囲を掲

げてあります。最後に学会の取り組み

ということで、環境ホルモン学会の情

報です。  
 こういうことで、国内での取り組み

と、それ以外に「国際的な取組」、こ

ちらのほうは現在準備中です。こうい

ったページを準備して、また後ほど詳

しいご説明をしますが、国際シンポジ

ウムの情報ということで、こちらのほ

うも掲げさせていただいております。

 あと「資料集」ということで、関係

の資料が見られるような形で、こちら

もまだ準備中なんですが、準備してお

ります。 あと、このサイトについて

の考え方というのを、プライバシーポ

リシーを掲げた上で、リンクについて、

もしくはお問い合わせについての窓口

を設けて、このサイトについての考え

方を掲げさせていただいております。
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質問・意見  説明･回答  
 資料２の具体的なホームページのコン

テンツということで、先ほど「詳しく

知りたい」というところで、「内分泌

のかく乱作用」についてということで

現在こういった形で掲げさせていただ

いております。ヒトのみならず、哺乳

類における内分泌系、それ以外に魚

類・両生類・無脊椎動物の内分泌系と

いうことで、こういったことを今後充

実させていきたいということで挙げさ

せていただいております。  
 もう一つは、受容体結合や酵素阻害

といったところの分野で、ここは今現

在できている部分というのが、解説を

加えて、あとこういったより分かりや

すい、図式化したものを動きのある形

で見ていただけるように準備させてい

ただいております。  
 次に２ページ目の部分はまだ工事中

になっておりますが、資料の２ページ

目の②をご覧いただきますと、野生生

物の異変のうち、内分泌かく乱作用と

の関連が指摘されている事例について

紹介するということで、グローバルア

セスメントを参考とする。野生生物に

おける異変について正しく理解するた

めには、まず野生生物についての生物

学的知識・知見が必要であることも解

説する。あと、メダカを用いた生態系

影響評価のための試験について説明す

る。試験法開発における問題点や暴露

の情報も併せて解説する。両生類・無

脊椎動物といった生物種における試験

法開発について紹介する。というよう

なことで、生態系への影響というもの

をここで充実させていきたいと考えて

おります。  
 次に③の「人健康影響について」と

いうことで、ヒト健康影響として懸念

される変化のうち、内分泌かく乱作用

との関連が指摘されている事例につい

て紹介する。これも同じくグローバル

アセスメントを参考とする。ラットを

用いたヒト健康影響評価のための試験

について説明する。低濃度の用量設定

での試験実施における問題点について

も解説する。実際の生活における暴露

量について紹介する。というふうなと

ころを盛り込んでいきたいと考えてお

ります。  
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質問・意見  説明･回答  
  先ほど国内での取り組みについては各

主体においてどういう取り組みがなさ

れているかというのをホームページに

掲げております。同じく国際的取り組

みについては、国際機関（ＯＥＣＤや

ＷＨＯ、ＥＵ）、イギリス、アメリカ

等の取り組みを紹介していきたいと思

っております。  
 シンポジウムについてですが、先ほど

インタラクティブなというか、双方向

的なということでは、ホームページで

国際シンポジウムの情報を載せる以外

に、ある程度ホームページを通じた意

見募集ができるようなシステムも設け

ていきたいというふうに考えておりま

す。  
 ホームページについては以上のような

状況で、現在作成しております。  
【座長】進行・質問：はい、ありがとうご

ざいました。  
 資料３－２で、１ページ目に、ホームペ

ージ全体についてどこが責任を持って

つくるのか、主なターゲット、それから

コンテンツが出ていますが、先ほどこの

後で説明のあるシンポジウムについて

もこのホームページと非常に連携を持

って行っていくんだということがご説

明にあったと思うんですが、安部さん、

ここでグローバルアセスメントと出て

いますね。これについてもうちょっと詳

しく、具体的に説明していただけます

か。グローバルアセスメントを参考とす

るというところ。入江さんですか。  

【事務局（入江）】説明：これは、2002
年に出ましたＷＨＯとＵＮＥＰ、ＩＬ

Ｏが共著で出しました、現時点での内

分泌かく乱作用に関する知見をまとめ

たレポートがありまして、その日本語

訳は環境省のホームページでも公開し

ておりますが、これを基にまとめてい

きたいということです。  

【座長】質問：要するにまだ研究段階だか

らいろんな意見なり考え方が出てきて、

それを個々に出すとこんがらがってく

るので、ある程度こういうふうに国際的

に評価された、まさにそれをベースとし

て行っていくということですね。  

【事務局（入江）】回答：はい。  

【座長】進行：グローバルアセスメントは

そういう意味だそうです。  
 それじゃあ、今安部さんから、ホームペ

ージのコンテンツなりターゲットなり

基本的考え方をいろいろご説明いただ

きましたので、どうぞご自由にご意見、

またはご質問がありましたら承りたい

と思います。  
 村田さん、どうぞ。  
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質問・意見  説明･回答  
【村田委員】質問：１のホームページ全体

についての１ポツなんですが、ここの言

葉としては何か分かるようで分からな

いような。具体的にもうちょっと、ある

程度の独立性を持った上でこういうの

を。だれがこのコンテンツをどうつく

り、できたものについて環境省がどう監

修するのかというところを、もうちょっ

と具体的に説明いただきたいんですが。

【上家環境安全課長】回答：まず、基本

的に環境省は環境省ホームページを持

っています。ここには、例えば検討会

の報告書の資料ですとか、研究班の報

告書等は全部載っているわけです。そ

ういう意味では、種類はちょっと違い

ますが、まあ官報みたいなものです。

 それに対して、こちらのページは、環

境省として責任を持った研究の部分だ

けではなくて、もう少し広くいろんな

ものが自由に載るようにしたい。それ

を、環境省のホームページそのもので

やることにはやはり限界があります。

そこで、環境省のホームページをクリ

ックしていくと「化学物質」のところ

があって、化学物質対策のところから

Official ED Website というのを選ぶと
ここにぴょんと飛べるというような形

にして、つながってはいますが、環境

省そのもののホームページではないと

いう形を取ることによってある程度の

自由度を確保したい。ただ、そうはい

いましても、あのページにありますよ

うに、「監修：環境省」ということで

責任は負っております。  
 ですから、役所が発信するものだけで

はなく、いろいろなものを載せたいと

いうことで少し外に出しております

が、基本的には環境省が責任を持って

いるページということになります。  
【村田委員】質問：そこに載せたものにつ

いて、最終的には環境省が責任を持つ

と？  

【上家環境安全課長】回答：はい、そう

です。ただ環境省の見解だけを載せる

のではない。一方通行ではないことに

しようと思うと、いろいろなご意見を

そのまま載せさせてもらうためには、

環境省そのもののページには載せるの

は難しいかなということでこのように

した次第です。  
【座長】進行：はい、ありがとうございま

した。  
 ほかにありますか。  
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質問・意見  説明･回答  
【村田委員】意見：私、これには非常に期

待していたものですから、途中のもので

すけれど見せていただいて、早速いろい

ろ見てみたんですが、正直な感想として

ちょっとがっかりしました。  
 まず最初の出だしのこのタイトル。ここ

で想定している一般のターゲット層、

「出産育児に関わりを持ち、かつ環境問

題にも関心を有する層」の人にいきなり

このタイトルを見せても通じないと思

う。一般の人は「環境ホルモン」という

言葉で認識しているわけです。「環境ホ

ルモン」という言葉にいろんな批判があ

るのは承知していますが、リスクコミュ

ニケーションのためのページなのにそ

の言葉をあえて外すというのは、理解で

きない。。  
 それから、ちなみに「簡単に知りたい」

というところで、一番下のほう渡辺（正）

先生の、不思議なコトバ―化学物質、と

いうリンクがありましたね。この渡辺先

生がお書きになったものを引用したこ

と自体に異議を挟むつもりはないんで

すが、ここに書いてある文章が事実に基

づかないで意図的に、読み方によっては

環境団体をおとしめるような書き方を

していることです。  
 「つい最近もある環境団体が身の回りの

化学物質を減らそうと題する小冊子を

出しました」と。これがどのものを指し

ているのか。私は渡辺先生が主宰してい

るグループでの説明会で「家庭の中の化

学物質」というパンフレットをお見せし

たので、、これのことだと思います。、

身の回りの化学物質を減らそうなんて

いうことは全然書いてありません。事実

を批判するのは構わないんですが、知ら

ない人が見て、ああ、やっぱり環境団体

はこんなものだと思われるような、こう

いった記事をきちんと吟味しないで今

後も載せるのかどうかというところ。  

【上家環境安全課長】回答：載せていき

ます。逆に村田さんからも書いていた

だきたいんです。  
 つまり、いろんなご意見があるという

のを、環境省だけのコメントを出して

いたのではつまらないので。  
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質問・意見  説明･回答  
【村田委員】意見：もちろん、もちろん。

考え方の違いがあるのは当然のことで

別に構わないんですが、事実に基づいて

ない。  

【上家環境安全課長】回答：事実に基づ

いていないかどうかはちょっと渡辺先

生がここにいらっしゃらないので。村

田さんが書かれたものではなくて全く

違うものをご覧になっている可能性が

高いので何とも言えませんが、逆に村

田さんからも発信していただきたい

し、いろんな人が、まあこういうご意

見があるわけですね、いろいろ。それ

を全部載せるためには、先ほど言いま

したように、環境省のページでは難し

いので、こういうふうにしたと。これ

に反論、もしくは別の見解があるとお

示しいただければ、それは大変ありが

たいので、そういうものを載せていき

たい。  
 いちいち査読をして、これは根拠を示

せとか言って細かくチェックしていっ

てぎりぎり絞っていくと、結局役所の

ページになってしまって、分からなく

なってしまう。そういう趣旨で載せる

ということです。  
【村田委員】意見：はい、分かりました。

そういうことであるなら、そういうサイ

トだということをきちんと示していた

だかないと、環境省監修と書いてあっ

て、こういうページが直接ここに見える

とすると誤解する方がいらっしゃると

思いますので。  

【上家環境安全課長】 チャットのペー

ジにはしたくはないんです。（笑）  
 これ（コラム「簡単に知りたい」）、

一番最後のページまで落としてもらえ

ます？ 日本化学会に、今度こういう

ホームページをつくるんですが何か文

章を載せられますかと聞きましたら、

日本化学会の論説委員会としてこの文

章をお寄せいただいたということで

す。  
 ですから、ＷＷＦジャパンとして何か

をお寄せいただくとか、いろんなとこ

ろから載せていただければそれなり

に。環境省がすべてに責任を持つとい

っても、日本化学会に文章を載せてく

ださいと頼んだという責任はありま

す。でもその内容、一言一句まで責任

を持つものではないというところを確

かにどこかでちゃんと説明すべきだと

思いますし、早急につくろうと思いま

すが、その上でいろいろなご意見を載

せたいというふうに考えております。
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質問・意見  説明･回答  
【座長】進行：分かりました。かなりいろ

んな方の意見、まあチャットのページで

はないにしても、それなりのきちんとし

た責任を踏まえた上で意見発信できる

場にしたいという上家さんのお話でし

た。  
 最初に「環境ホルモン」という言葉をや

めたというのはそれなりに意味がある

んでしょうけど、村田さんは「環境ホル

モン」という言葉があったほうが皆さん

がアクセスしやすいんじゃないかとい

うご意見ですが、それは括弧か何かに入

れておくというのはありますね。  

【上家環境安全課長】 それについてな

んですが、自分でやってみてもそうな

んですけど、ホームページを見るとき

にいきなりそのアドレスを入れて見る

人って非常に少ないと思うんです。「環

境ホルモン」という言葉で検索したと

きにこのページが出てくればいいんだ

と思うんです。そういう意味では対応

しています。「環境ホルモン」で検索

してください。出てきます。  

【座長】進行：分かりました。そういうこ

とでよろしいですか、村田さん。  
 それはそうですね。まず「環境ホルモン」

ということで検索しますからね。それが

出てこなくては困っちゃうわけで、そこ

が出てくるということ。  

 

【脇森委員】質問：ちょっといいですか。

原則論的なことなんですが、両論併記み

たいなものを、例えば報道の中立みたい

な、そういうぐらいの独立性になってく

るとすると、リスクコミュニケーション

という意味からいうと、こういうことを

伝えたいんだというのは特になくて、こ

ういうことが皆さんに言われています

ということを紹介するというページに

なりますよね。  

【上家環境安全課長】回答：いえ、そう

ではありません。基本的には環境省が

言いたいことを言っている。だけどそ

れに対していろんなご意見があるとい

うことを一緒に載せたいということで

す。農薬工業会としてコメントをお寄

せいただいても大変結構だと思いま

す。  

【脇森委員】意見：そのときに、短絡的な

結論をみんな急ぐと思うんですね。私は

どうしたらいいんですかという目で見

る人が多いと思います。そのときに、い

ろんな意見があるということは分かる

けれども、じゃあどうしたらいいんだろ

うというのはここを見ても分からない

んですね。  

【上家環境安全課長】説明：そうですね。

分かりません。  
 だって、実質まだ決着がついた問題で

もないですから。ただ、井口先生が去

年のシンポジウムでおっしゃったよう

に、直ちに人に対して問題がある物質

が今のところあるわけではない、しか

し、テーマとして大きくちゃんと取り

上げて研究を進め、ウォッチしていく

問題だと。そういう認識があるからこ

れを立ち上げているわけです。  
【脇森委員】意見：それがメッセージだと

思うんです。だとすると、こういうこと

を探しても書いてありませんよという

ようなことを書いたほうがいいんじゃ

ないかという気がするんです。（笑）  

【上家環境安全課長】説明：ところが書

いてあるんですね。探せば。  
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質問・意見  説明･回答  
【脇森委員】意見：免責みたいなものとい

うんですか。例えばラベルだとドクロマ

ークがついてれば、絶対これは危険物だ

と分かりますよね。そういうことはない

んだということを分かるように書く必

要があるかなと。  
 例えばこれ全体を一生懸命調べてみて

も、中高生が夏休みの宿題で内分泌かく

乱物質って何ですかというのをやった

らすごく役に立つようなことがいっぱ

い書いてありますけれども、じゃあ私は

どうしたらいいんですかということは

いくら探しても書いてない。それはここ

には書いてありませんよということを

書いたほうがいいんじゃないかと思い

ます。というか、まだそういうことは言

えないんですということを書いたほう

がいい。  

【上家環境安全課長】説明：そこは工夫

したいと思いますが、一方で、直ちに

危ないと思っていらっしゃる方もいら

して、そして全く危なくないと思って

いらっしゃる方がいらっしゃるかどう

か分かりませんが、いろんなとらえ方

がある。それなりに探せば結論めいた

ことが書かれている文献は出てくるわ

けです。いろんな意味で。ですけれど

も、環境省としては、そこはまだ進行

形で、こういう形で取り組んでいます

とまでしか言えない。  

【座長】進行：ホームページの最初のとこ

ろに、「90 年代より脚光を浴びた比較的
新しい概念であり、現在ＥＤに関連する

さまざまな調査研究が行われています。

このＨＰでは、ＥＤ＝“内分泌かく乱作

用”に関連するさまざまな情報や意見を

掲載していきます」と書いてあります。

これがイントロになるわけですね。  
 間正さん、どうぞ。  

 

【間正委員】意見：今まで内分泌かく乱物

質についてホームページで調べようと

すると、いろいろなサイトで別々に情報

が出ていました。それが今度は一つにな

って、ここからリンクが張られてありと

あらゆることが分かるというのは非常

に画期的なもので、役に立つと思いま

す。  
 ただ、私がちょっと難しいところがある

なと思ったのは、「中立」という言葉で

す。例えば紹介された新しいサイトの一

番最初の、「90 年代より脚光を浴びた」
というところでもう既にここにはある

種の価値観が入っています。生物が例え

ば牧草を食べたら悪影響があったとい

うのは 1800 年代に分かったことだし、
トリブチルスズで貝に悪影響があると

いうのは 1900 年代半ばぐらいからもう
分かっていたというようなことがある。

【上家環境安全課長】説明：実際に中

立というのはあり得ない話だと思うん

です。何をもって中立というか。そう

いう意味ではちょっと不適切な言葉か

もしれないんですが、環境省の主張を

一方的に言うんじゃないよと言いたい

がためだったので、少し表現は工夫し

たいと思います。  
 それともう一つは、環境省の取り組み

は環境省の宣伝ページみたいな形に仕

立てるとか、ちょっと違う形を取れれ

ばいいなと思います。ただ、一般の人

にとっては 1800 年代とか 1990 年前半
とか、そういう科学の世界でいわれて

いたことをいきなりここで出しても、

そこからもうそっぽを向かれそうな感

じがします。  
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質問・意見  説明･回答  
じゃあ 90 年代には何が分かったかとい
うと、もしかするとヒトに影響があるか

もしれない、しかも身近な製品から。と

いったようなところで、急に自分たちに

関係ある問題として迫ってきた。そうい

う認識をされたのが 90 年代かな。とい
うようなところで、もう既にそこで

Endocrine Disruption という言葉に、ある
定義、狭い意味の定義が入ってるように

感じられます。  
 ところがその次に「簡単に知りたい」の

Ｑ１を見ると、ここに書いてあるのは非

常に一般的な生理学の本を読んだとき

に出てくるような意味での内分泌かく

乱という作用になっています。  
 そうすると、中立というところで、環境

省ではない誰かがこれを作るとすると、

かなり考えて「中立」な言葉を使って書

く必要があります。そうやって誰かほか

の人が作ったものを最後に責任を取る

のが環境省だというのはちょっと難し

い話のような気がします。例えばこの

「簡単に知りたい」のＱ５を見ますと、

「内分泌かく乱作用についてどんなこ

とが行われているのでしょうか」という

ところでは、急に主語が「環境省は」と

なってしまっています。中立で出すため

にはものすごく注意が必要でしょう。こ

れを中立のサイトとするのであれば、そ

れとは別に、環境省はこう考えています

ということがまず環境省のトップのペ

ージに書かれていなければならない。と

ころで、現状はどうなっているかという

と、「国内での取組」で「環境省」とい

うところをクリックしますと、そこから

飛んでいくのが環境安全課のトップペ

ージになってしまって、ここから内分泌

かく乱に行き着くのは難しいかなとい

う感じです。一方で「簡単に知りたい」

の中からリンクがあって、そこから環境

省の取り組みに飛んだ場合には、現在の

環境省の内分泌かく乱のホームページ

に行き着きます。ただ、現状では環境省

の内分泌かく乱のホームページは、いろ

いろなリンクや報告書の題名が並んで

いるだけで、環境省が何をしました、ど

ういうことが分かりました、これからこ

ういうことをしていきますというよう

なことは、報告書を開いてこの中を読ま

ないと分からない状況です。これは環境

やっぱり世の中で広くいわれたという

ところからいかないと、まさに『ソト

コト』を買っているような人をターゲ

ットにしたいというイメージでいく

と、いきなりあんまり歴史を正確にさ

かのぼればいいというものでもないの

かなと。そのあたり、どのぐらいのと

ころで出したらいいのかも試行錯誤の

段階なので、ご意見をいただければあ

りがたいと思います。  
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質問・意見  説明･回答  
省にとって、非常に損だと思います。何

が問題なのか、どんな対策をしているの

かという環境省のコマーシャルができる

可能性がうまく利用されていません。  
家庭の主婦というのは国の施策のスポ

ンサーだと思います。自分たちの税金が

どういうふうに有効に使われていくかと

いうところに目を光らせている。そうい

う人たちに味方になってもらえるような

いいチャンスではないか。そうすると、

これは中立ではなくて、環境省のもので、

環境省の意見を表に出したほうが実はと

ても役に立つのではないかというふう

に、私は感じています。  

 

【有田】意見：よろしいですか。今間正さんがおっしゃったようなことでいえば、消

費者団体はそれぞれ発がん性ですごく以前から、80 年代から騒いでいたわけですよ
ね。90 年代になってから、少量で何か別の作用を示す、内分泌かく乱というものが
あるかもしれない。だから、個々の内分泌かく乱作用、化学物質のかく乱作用でい

えば、そこだけでいえば 90 年代かな、というふうな認識はあるんです。だから、
もちろん、それをもう少し書いていただければ、以前の作用とは別にもっと別の形

での認識で騒いだというか、不安になったというか、そういう認識です。  
【座長】進行：個々の表現なり記述につい

てはすべて今日お伺いすることはでき

ないので、もしどうしてもとかあればま

た意見を後日出していただいて、事務局

のほうでそこを勘案させていただくこ

とにして、基本的なこのホームページの

あり方みたいなところについてはよろ

しいでしょうか。  
 内山さん、どうぞ。  

 

【内山委員】 ターゲットなんですけれど

も、内分泌かく乱作用は当然、お子さん

をお持ち、あるいは育てていらっしゃる

方の関心が高いということはわれわれ

も分かっていて、昨年厚生労働省のほう

で調査をやったときに、グループ委員会

で、６歳までのお子さんを持っていらっ

しゃるお母さんに集まっていただいて

いろいろインタビューしたんですけれ

ども、そのとき、こんな３歳、５歳の子

供を持っているわれわれはホームペー

ジなんか見る暇はありません。（笑）新

聞をやっと見るぐらいです。それなの

に、行政は、ホームページに載せてれば

もう情報は出しているというふうによ

く言われるけれども、例えばこの辺のリ

ンクをずっと見ていると、もう 30 分、
１時間簡単にかかってしまうと思うん

です。それをやる時間がありません。  

【座長】進行：そうですね。ぜひその辺

はまた来年度以降の、恐らく今年度は。

ああ、上家さん先に。  
【上家環境安全課長】説明：今のことに

関連して言いますと、確かに学校の先

生、子供たち。最初子供たち向けのホ

ームページをつくろうとしたんです

が、あまりにもいきなり難しいんです

ね。内分泌とは何かだって説明のしよ

うがないというところから行くとどう

にもならなくてというのが一つ。  
一方で、子供たちへのアプローチが

必要ということでいえば、後ほどご説

明しますが、野生生物の観察のほうは

子供たちをターゲットにしようという

ことで、エコクラブを核にして展開し

たいと考えています。  
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質問・意見  説明･回答  
しかもこれは今起こっている問題では

なくて、何か子供に関係のあることが起

こればそれは一生懸命夜中でもやりま

すが、今むしろすぐには影響がないとい

うことを知らせたいようなことに関し

て、これをお母さん方が見てくださると

は思えないんです。（笑）これだけをタ

ーゲットにするとね。そこら辺をどうい

うふうにしていくかということですね。

 結局、よく外国なんかを見ると、まず

一つは、もう急がば回れで子供にこうい

う知識を普及していくということがあ

ります。これはもう 15 年たっています
から、そのときから始めていれば、例え

ば 10 歳の子供に教えればもうその子た
ちが生殖年齢に達していくわけです。で

すから、10 年たてばそういう子供のとき
に正しい知識を得た子供たちがお母さ

んになっていくわけで、今はまあそうい

うコンテンツでいいと思うんですが、将

来的には子供に対するもっと簡単な、分

かりやすいことを伝えていただく。  
 それからもう一つは、ティーチャーズ

ページというのが必ず付いています。先

生が子供たちにどういうふうに教えて

いったらいいかという、先生のためのペ

ージというのが必ずＥＰＡなんかにも

付いているサイトが随分あります。特に

チルドレンズヘルスを扱ったホームペ

ージにはほとんどティーチャーズペー

ジというのがあって、子供たちに先生が

どうやって教えていくかというのがま

だ正しい知識があまりいろんなところ

から得られないということでついてい

る。これは環境省なり外部のホームペー

ジで。  
 ですから、直接のターゲットはお母さ

んなんだと思うんですが、それはあんま

り急いでやらなくても大丈夫で、それよ

りは少し長い目でやるのがリスクコミ

ュニケーションだと思います。  

そういうところで子供たちとの接点を

持ちながら、一方で学校の先生に対し

ては確かにティーチャーズページをつ

くればいいなと今伺っていたんです

が、学習教材の提供みたいなことで、

化学物質のリスクコミュニケーション

の事業で今までもずっとやっているわ

けなんですが、その枠の中で学習教材

の開発とか学校の先生方への情報提供

を考えていきたいと思っています。来

年度、まだ捕らぬ狸で何とも言えませ

んが要求しようと思ってるのは、全国

の各ブロックぐらいで学校の先生に集

まってもらって、今こんなような状況

になっていますという説明をして役立

ててもらうような地方セミナーみたい

な、円卓会議の地方版よりはもうちょ

っと一方的かもしれませんが、そうい

う情報提供の場をつくれないかなとい

うようなことも今要求できればという

ようなことを準備しています。  
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質問・意見  説明･回答  
【有田】質問：ちょっと質問を。それに関

連してるんですが、以前別のところで、

環境省の化学物質のホームページを検

討されてると思うんですが、そういうと

ころで、やはり子供とか教育者に対し

て、どういうページのつくり方がいい

か。それは今回生かされてないんです

ね。  

【上家環境安全課長】説明：超縦割りで、

うちはかなり縦割りで申しわけないん

ですが、（笑）それも安全課、私ども

でやっています。ＰＲの広場というの

も別にやっていますし、化学物質のフ

ァクトシートとか、化学物質をもっと

知ろうというようなホームページもう

ちでやっていて、ばらばらとやってい

るのは確かです。いずれはリンクをし

たいんですが、とりあえずそれぞれ始

めないと、いきなり百科事典のアから

始めるみたいな形ではできないもので

すから、テーマごとにつくっておいて

有機的につなげられないかなと。その

うちで、ここは 20 代ぐらいの人たちを
ターゲットにしたい。ファクトシート

のほうはもうちょっと詳しく調べたい

人。学習教材のほうは学校の先生と小

学生。というようなことで、モザイク

のように始めているというのが実際で

す。  
【有田】意見：でも議論はもっと手前の、

どうしたらアクセスしやすいかとか。例

えば先ほど村田さんの話から出たよう

に、難しい言葉じゃあどうなんだという

ので、例えば「環境ホルモン」という普

通だったら分からない言葉を入れてア

クセスするだろうというようなところ

から議論しているので、それをベースに

やれば、もう少しここもその辺が生かさ

れるのかなと思ったものですから。じゃ

あ、全然関係なく？  

【上家環境安全課長】説明：関係なくと

言われると、（笑）いずれも私が責任

者でやっていますから。  

【有田】意見：だからちょっともったいな

いようだから。  
【上家環境安全課長】説明：そのうちも

うちょっと有機的につなげるようにし

たいと思います。  
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質問・意見  説明･回答  
【座長】進行：分かりました。それでは、

このホームページについてはこういう

方向で進めていただきながら、またぜひ

皆さんのご意見も反映させていくとい

うことで。  

【上家環境安全課長】説明：あと一つだ

け。先ほど説明がもう既に一言ありま

したが、ずっと見てもらいたいという

ことでいえば、一回つくって終わりで

は一回見てもう終わりになっちゃうの

で、対談をしてもらったり、例えば村

田さんから寄稿していただくとか、い

ろんなところから少しずつトピックス

を載せていくようなコーナーを設けた

いと思っています。そこでどんな分野

の人に書いてもらったらいいとか、ど

んな対談があったらいいとか、そうい

うようなアイディアも、ちょっとつい

でのようで申しわけないんですが、あ

れば、後ほどでもお寄せいただければ

と思います。そういう企画を、毎週更

新というわけにはいきませんが、２、

３カ月ごとには何か更新できるよう

な、リピーターが増えるようなページ

をつくっていきたいというふうに考え

ています。  
【座長】進行：そうですね。フォーラムに

するというようなことですね。それから

アップデートするとか。  

 

【脇森委員】質問：もう１個だけ。先ほど

質問ができるようになっていたと思う

んですが、それに対する答えの回答って

どういうふうに？  

【事務局（入江）】説明：質問のページ

はまだないんですね。国際シンポジウ

ムのところでご意見募集ができたらと

いうふうに考えていまして、これに対

する回答は恐らくシンポジウムのパネ

ルディスカッションの中で、ホームペ

ージで意見募集を行いましたがこうい

う意見が来ましたというふうに幾つか

ご紹介できればと思っています。そう

いう形で。  
【脇森委員】質問：じゃあ、このベースの

コンテンツに関する質問というのは、当

面はできない？  

【事務局（入江）】説明：お受けはする

んですけれど、それに対して１問１答

式で環境省から答えが出るというわけ

ではありません。  
【座長】進行：よろしいでしょうか。最後

に全体を振り返ることができますので、

次に行きましょうか。  
 今度は「国際シンポジウム」ですね。じ

ゃあ、資料３－３についてお願いしま

す。  

【事務局（入江）】説明：資料３－３－

１を用いて、ExTEND2005 における国
際シンポジウムについてご説明いたし

ます。  
 まず国際シンポジウムというのをご存

じでない方もいるかと思いまして、参

考資料２ですけれども、これが昨年の

シンポジウムのアブストラクト集にな

っております。  
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質問・意見  説明･回答  
 この国際シンポジウムは今年度で第８

回目を迎えます。昨年度はシンポジウ

ムのタイトルが「内分泌攪乱化学物質

問題に関する国際シンポジウム」だっ

たんですけれども、今年度から、

ExTEND に合わせまして、「化学物質
の内分泌かく乱作用に関する国際シン

ポジウム」とする予定です。今年度は

12 月に沖縄で開催の予定です。  
 シンポジウムは、一般向けプログラム

と専門家向けプログラムに分かれてお

ります。一般向けプログラムではパネ

ルディスカッションを今年は行う予定

です。専門家向けプログラムのほうで

は六つのテーマ別のセッションがあり

まして、専門家の先生方に発表いただ

くという構成です。  
  資料３－３－１のほうに、「シンポ

ジウムの目的及び留意点」というふう

にまとめてありますが、一般向けと専

門家向けのプログラムでは目的が異な

っております。上のほうに一般向けプ

ログラムの目的が書いてありますが、

一般市民への分かりやすい情報提供を

目的とします。そのために、昨年度ま

では平日開催だったんですけれども、

今年度は 12 月４日日曜日の休日開催
といたします。またパネルディスカッ

ションのテーマについても、一般の方

が興味を持てるものであるように配慮

したいと思っています。  
 専門家向けプログラムにつきまして

は、この目的は、「国内外の専門家に

よる最先端の研究・取組についての議

論を通じ、情報共有・意見交換を図る

ことを目的とする」となっておりまし

て、最先端の研究や取り組みというこ

とですので、まだ評価も定まっていな

い内容も含むことになります。この専

門家向けプログラムで議論された、ま

だ評価の定まっていない内容も、時間

がたち、それなりに消化できるように

なってきましたら、一般向けのプログ

ラムにおいても扱うことを考慮したい

と思っております。  
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質問・意見  説明･回答  
  次に２番目の「プログラム検討会にか

かわる体制について」ですが、これは

先ほども簡単にご説明しましたよう

に、一般向けプログラムについてはリ

スクコミュニケーションの一環という

ところでこの検討会でご議論いただき

ますが、専門家向けプログラムに関し

ましては親検討会のほうでご議論いた

だくことになっております。  
 項目３は、今年度の国際シンポジウム

の現段階でのプログラム案ですけれど

も、一般向けを 12 月４日の日曜日に開
催し、主な内容はパネルディスカッシ

ョンです。パネルディスカッションに

ついては、資料３－３－２を用いて後

ほど詳しくご説明いたします。  
 専門家向けプログラムが５日と６日の

２日間にわたって行われまして、セッ

ションが六つあります。六つ読み上げ

ますと、テーマが、「疫学研究におけ

る問題点」。２番目が、内山委員にも

コーディネーターとしてご参加いただ

きますけれども、「リスクコミュニケ

ーション：現状と課題」。３番目が、

「群集レベルまたは生態系レベルでの

人間影響評価」。４番目が、「内分泌

かく乱作用解明の新たな切り口」。５

番目が、「内分泌かく乱作用に関する

試験法開発」。６番目が、「化学物質

のリスク評価に関する最近の動向」と

いうことになっております。  
 専門家向けのセッションに関しまして

もリスクコミュニケーションとか群集

レベルまたは生態系レベルでの影響評

価ですとか、内分泌かく乱作用という

だけに限らず、より幅広いテーマのセ

ッションが行われます。以上で、国際

シンポジウムの概要の説明を終わりま

す。  
 このパネルディスカッション部分につ

いては、資料３－３－２を用いて、Ｎ

ＨＫエンタープライズさんのほうから

ご説明いただきます。  
【喜園（ＮＨＫ）】説明：ＮＨＫエンタ

ープライズの喜園と申します。私ども

は、去年、第７回から一般向けのパネ

ルディスカッションの制作・構成につ

いてお手伝いさせていただいておりま

す。  
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質問・意見  説明･回答  
 去年は SPEED' 98 取りまとめというこ

とがありまして、その模様は教育テレ

ビの「土曜フォーラム」という番組で、

60 分番組ですけれども、放送もさせて
いただきました。  

 今年は第８回ということで、まず少し

午後の時間の使い方も変わっておりま

すので、簡単にご説明しますと、去年

は基調講演とか SPEED' 98 報告取り組
み成果の報告とかがあったんですけれ

ども、今年は ExTEND2005 の第１年、
初年ということですので、基本的には

ロビーのパネル展示という形で、環境

省がどういうふうに今後この ExTEND
2005 として新たに取り組んでいくかと
いう内容を紹介したいというふうに思

っています。そのあと開会式で、基本

的なごあいさつなどがあるでしょうけ

れども、直ちにこの一般向けパネルデ

ィスカッションに入っていく予定で

す。  
 まだ概要ではありますが、簡単にご説

明しますと、「内分泌かく乱作用から

生態系をどう守っていくか？」という

タイトルにしました。もちろん一般向

けのパネルディスカッションですの

で、自分の健康にどんな影響があるの

かと思っている人が一番基本です。そ

の次には、自分の周りにいるかわいい

動物とか、いつも遊んでいる虫とかチ

ョウチョとか魚とかっていうものにも

し何か影響があったのなら心配だなあ

とか、大丈夫なのかなあというふうに

思っている普通の人たちが対象だと思

っています。 少し言葉は硬いですけ

れども、内分泌かく乱作用、つまり環

境ホルモン作用から生態系、つまりは

動物や生き物や虫や犬や猫や野生生物

をどう守っていくのか。砕いて言うと

そういうことであります。  
 パネルディスカッションの内容なんで

すけれども、ExTEND2005 という新た
な取り組みが始まった。その重要な柱

の一つとしているのが野生生物の観察

であります。  
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質問・意見  説明･回答  
 野生生物のそれぞれの種ごとの形態と

か、ここにどのぐらいの数棲んでるん

だろう。生息数などを普段から正確に

把握していなければ、その生態系が、

あっ、何か起こったぞ、異常だぞとい

うことも、それからその原因が内分泌

かく乱作用なのかどうかということも

正確に突き止められないということが

あると思います。これは、去年の一般

向けパネルディスカッションの井口先

生はじめ皆さんのご議論の中にしばし

ば出てきた指摘でありました。  
 今回のパネルディスカッションは、大

きく二つ柱を立てました。今野生生物

にどんな変化が起きているのかという

のを見てみようじゃないか。それから

もう一つ。どんな物質が内分泌かく乱

作用を持っているのか。これは、これ

までいわれてきたような、人がつくっ

た人工的な化学物質以外の天然由来の

もので、同じように環境ホルモン作用

を示すものがあるというふうにいわれ

ていますし、あるというふうに聞いて

おります。  
 この二つについて、最新の報告を基に

パネリストの皆さんに大いに議論して

いただいて、最終的には、どうやって

大切な生態系を守っていくことができ

るのかということについて提言まで至

ればいいなというふうに考えていま

す。 構成内容は、今の繰り返しにな

りますけれども、第１部、野生生物の

変化、第２部、内分泌かく乱作用を持

つさまざまな物質の紹介ということで

ありますが、この第１部と第２部に関

してパネリストの皆さんの議論のきっ

かけとなる、レポートというふうに今

僕らは呼ぼうと思っていますけど、レ

ポートを四つないし五つないし六つお

願いしようと思っています。それは、

例えば野生生物を観察してらっしゃる

方から、沖縄の海でこんなことが起き

ていますよとか、九州のカエルにこん

な異変がありますよというような、野

生生物に実際に起きている変化という

のを指摘していただこう。そのレポー

トに基づいてパネリストの皆さんにご

議論いただく。  
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質問・意見  説明･回答  
  それから第２部に関しては、内分泌か

く乱作用を持つさまざまな物質という

ことで、例えばですけれども、割と環

境ホルモンが話題になった最初のころ

によく取り上げられたイギリスのロー

チという魚の異変があります。それは、

川に流された有機溶剤という話も一時

あったりしたんですけれども、一方で

家畜のし尿を集めてそれの処理が適切

でなかったためだというような研究も

あります。内分泌かく乱作用を持つ物

質は必ずしも人工的な化学物質に限ら

ないということも含めて、最新の知見

をそれぞれのレポーターに、レポータ

ーといっていいかどうか分かりません

が、報告者の方にまずは報告していた

だいて、そのファクトを受けてパネリ

ストの皆さんに議論していただこうと

思っています。  
 先ほどホームページのご紹介のところ

で、この一般向けパネルディスカッシ

ョンについて意見を募集するというお

話が出ましたけれども、今申し上げた

レポートについて、あらかじめホーム

ページに、ローチというお魚について

こんなことが分かってきました、九州

のカエルにこんな変化が起きています

というふうなレポートをホームページ

に先に出して、それについての意見を

ホームページ上で募集しておいて、実

際のこの 12 月４日のディスカッショ
ンの中で意見の集約であるとか、その

意見に対するパネリストの先生の回答

だとかというのが紹介できると、きょ

う何度も出ていると思いますが、双方

向性とか、いわゆるコミュニケーショ

ンということができるんじゃないかと

いうふうに思っています。  
 大変興味深くきょうのお話を聞いてる

んですけれども、リスクとハザードの

違いとか、リスクコミュニケーション

の手法と中身の話とかっていうような

ことを、このディスカッション自体で

は使わないんですけれども、その１時

間半なり２時間聞いてるうちに、具体

的な事例を通じてリスクコミュニケー

ションの手法について、それからリス

クとハザードの違いについて、一般の

方が分かるようになるといいのではな

いかというふうに思っています。  
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質問・意見  説明･回答  
  第３部「提言」は、こんなことが簡単

に結論が出るとは思えないんですが、

内分泌かく乱作用から生態系をどう守

っていくかについて一定の結論が出れ

ばいいなと思います。  
 ご紹介が大変遅れましたけれども、こ

のディスカッションのコーディネータ

ーは、きょうの座長でいらっしゃる北

野先生にお願いしております。パネリ

ストは、現段階では、ここにあります

ように、須之部先生と崎田先生までお

願いが決まっています。一般人の代表

といえるような方たちにも入っていた

だきたいと思っていますし、どんなレ

ポートがあるのか、どんな議論を深め

ていくのかということについて、もう

少し環境省の安全課の皆さんと考えて

いきたいと思っています。ご意見をお

待ちしています。  
 

【座長】進行：はい、どうもありがとうご

ざいました。  
 国際シンポジウム、特に一般向けの内容

についていろいろご説明いただきまし

た。一番大事なところは、先ほど議論し

た、ホームページをうまく活用していく

ということで、そこでの議論の結果もこ

のディスカッションの中に反映させた

いということです。資料３－３－２が今

ご説明いただいたところです。喜園さん

から大体今プランのご説明があったん

ですが、こんなこともやったらどうだと

か、またアドバイスがございましたらお

受けしたいと思います。  

 

【有田】質問：どうでもいいことなんです

けど、野生生物の中に猫とか犬は入って

ないですよね。  

【喜園】回答：そうですね。（笑）犬と

猫は入ってないです。  

【有田】意見：それが誤解されるとちょっと。（笑）  
 それともう一つ。手法として、これが結論としてこういうふうに分かったらいいな

というのはほんとにいいなと思うんですね。もちろんそのときには最後にコーディ

ネーターの北野さんから、きょうのはこういう目的もあったし、こういうことなん

ですよというご説明があるとは思います。それがないと、ほんとは一番うまくいっ

て、これがリスクコミュニケーション委員会ですよという形じゃなくて、結果そう

いうふうになるのが一番いいと思うんですけど、参加してる人はそれを説明されな

いと、ただ集まって何だか分からないうちに終わっちゃったりするんです。分から

ないのが一番いいのかもしれないんですけど。（笑）だから、結論的には、きょう

はこういうのもあったんですよというようなことについて、やはりちょっと説明は

必要じゃないかなと思います。  
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質問・意見  説明･回答  
【座長】意見：時間の制約もあるでしょうけど、いずれにしてもこれは双方向の意見

交換の場になればというふうに私は思っています。ですから、パネリストも、あん

まり環境に関心がないというか、普段あまり関心がないような方にも入ってきて、

そういう方がどう思っているかみたいなのも必要だなと思っています。その辺はま

た後で喜園さんとか環境省と相談したいと思いますが、こんな形でやっていくと。

３本柱のうちの一つですが。  
【村田委員】質問：この会場はどのぐらい

の大きさで、日曜日のこういう日に想定

している観客というのはどういう層で

すか。、、これは那覇市ではないんです

ね。  

【上家環境安全課長】説明：会場は、一

般向けプログラムは那覇市のど真ん中

です。専門家向けのほうはずっとそこ

のホテルを使い続けるのはお金がかか

るとか、会場がいっぱいないとか、い

ろんな都合で、隣の隣の宜野湾市とい

うところの国際会議場を使います。  
 専門家向けのほうは毎年 200 人ぐらい
が 1500 人ぐらい入る会場でやってい
るというすごい無駄なことをやってい

たので、そこをちょっとやめたい。（笑）

見合ったサイズでやると。  
 一方で一般向けのほうはできるだけ広

い会場を考えたんですが、那覇で取れ

た最大の会場がこのハーバービューホ

テルです。それでも 600 人ぐらいで、
今までの会場に比べれば小ぶりです。

ただ、沖縄県の人口とかを考えると、

それでも結構でっかい。  
 それから、一般向けというからには日

曜日にやるべきだ、毎年水曜日とかに

やるから業界の人しか来ないのだとい

う批判を何年も浴び続けてきて、（笑）

それで満を持して日曜日にしたんで

す。ところがこの日は那覇マラソン。

（笑）私もたまげたんですが、那覇マ

ラソンのために沖縄に人がいっぱい行

っている日、那覇にいっぱい人が集ま

っていて交通規制もある日にぶつかっ

てしまっている。ただ午後からですし、

一応大半の人は走り終わっているだろ

うと思います。（笑）という状況です。

 ですから、ここは那覇の真ん中です。

 それから、このホールの前がかなり広

く、ロビーというか、２階に会場があ

るんですが、エスカレーターを上がっ

て会場に入る前にずっと廊下のような

広いスペースがありまして、そこも専

有させていただけるので、エスカレー

ターを上がって会場に入るまでの間に

パネル展示が相当できるスペースがあ

ります。  
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質問・意見  説明･回答  
 これまでは、そういうロビーで、開催

地の県と市と、それから化学工業会か

らのご要望があって、簡単なパネルス

ペースを毎年つくってきましたが、こ

こに、予算の制約でどれぐらいできる

か分かりませんけれども、環境省とし

て今何をやっているというのも、少し

丁寧めにパネルをつくるようなことを

したいというふうに考えております。

【村田委員】質問：そうすると、これは事

前申し込み制なんですか。それともたま

たまこれを見た人がすぐに入れるよう

な？  

【上家環境安全課長】説明：基本的には

事前申し込み制ですけれども、空いて

いればもちろんぽっと入ってくる人も

受けたいと考えております。事前に多

少申し込んでもらわないで、だれも来

ないという恐ろしい状態は避けたいと

思って。（笑）制限的にということで

はなくて、義務的に来てくれる人も募

っておきたいということから事前登録

制を取っているわけで、当日来られた

方を拒むというつもりではありませ

ん。  
【村田委員】質問：沖縄というところで、

こういうテーマで、しかもいきなりパネ

ルディスカッションですよね。講演とか

そういうのだと割と、じゃあ聞いてみよ

うかなと入る人もいるんですよね。そう

なると、事前の告知、どんな仕掛けする

かということがポイントになると思う

んですが、その辺は何かお考えですか。

【上家環境安全課長】説明：ええ、そこ

は今日もアイディアをいただいて、で

きるだけ宣伝したいと思っています。

去年の名古屋もかなり頑張ってやった

つもりなんですが、おととしまではほ

とんど業界の方だったと聞きました。

去年は教育委員会に後援を取り付け

て、学校の先生に流したり、それから

日本看護協会とか医師会とか保健師会

とか、そういう保健担当者の業界紙に

流したりして、今まで安全課、このシ

ンポジウムに何の関係もなかった人が

３分の１以上を占めたというような状

況になりました。今年も同様の手法を

もっと積極的に取りたいと思っていま

して、既に（沖縄県）教育委員会の後

援は取り付けることができる予定にな

っています。  
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質問・意見  説明･回答  
【座長】進行：せっかくの機会ですから、

できるだけＰＲのほうをまたお願いし

たいと思います。  
 内山さん、専門家向けの中で、セッショ

ン２でリスクコミュニケーションのコ

ーディネーターをされますね。僕らが受

け持っているのは一般向けなんですが、

専門家向けのほうからの要望なり何な

りありますか。一般と専門と分かれてい

ますが、リスクコミュニケーションとい

うのは共通の話題になるものですから、

何かありましたら。  

【内山委員】説明：実は昨年ちょっと各

論になり過ぎてしり切れトンボになっ

てしまったので、（笑）今年は少し長

期展望で総論から始めていこうという

ので、吉川先生とご相談しながらやっ

ていきます。今回は冒頭に「現状と課

題」ということで、これまでリスクコ

ミュニケーションが、特にアメリカと

かカナダとか、進んでいるところでは

どういうふうに行われてきて、こうい

う問題点があって、今後課題としてこ

ういうところがあるというところをま

ず中心にお話ししていただこうと思っ

ています。こういうところから、逆に

来年以降一般の方にどういう手法で伝

えていったらいいかというところが少

し伸びていったらなと。  
 それからあと、内分泌かく乱作用、化

学物質を扱っていらっしゃる方に、リ

スクコミュニケーションとはこういう

ものだとか、こういう問題点があると

いうところが分かっていただければと

いうのを、今年の専門家向けプログラ

ムの目標にしたいと思います。  
【座長】進行：分かりました。そうですね。

じゃあ、それを踏まえて、来年以降また

一般向けプログラムにフィードバック

できればということですね。どうぞよろ

しくお願いします。  

 

【内山委員】意見：はい。先ほどむしろホームページが中立的なものとおっしゃった

んですが、私の感覚では、やはりリスクを削減、低減していくということがコミュ

ニケーションの最終目標だと思うんです。そのときにはリスクが何かということを

ある程度伝えないと、低減というか、削減ですね、小さくするほうには結び付いて

いかないので、おっしゃったように、環境省、あるいは国はこう見てるんだという

ことをある程度出さないと、あんまり中立で考慮するということだとコミュニケー

ションにならないんじゃないか。こういうところでまた多分、今までやってこられ

た先生方にそういうところをお話しいただけるのではないかと期待しています。  
【吉川委員】意見：Leiss 先生は内分泌かく乱化学物質のリスクコミュニケーション
の専門家で、カナダ政府のリスクコミュニケーションのコンサルタントをされてい

ます。それから Wiedemann 先生は 1980 年代初めにリスクコミュニケーションについ
ては網羅的に資料収集されて誠にお詳しいということと、相談しましたところ、本

人はあいまいなリスクを伝えるということについて話をしたいということでした。

ですので、Leiss 先生は少し各論で、Wiedemann 先生は総論ということになるかと思
います。  
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質問・意見  説明･回答  
【座長】進行：そうですね。せっかくです

から、この成果がまた来年以降の一般向

けのシンポジウムにうまく反映できる

といいと思います。私もぜひ拝聴させて

いただきますので、どうぞよろしくお願

いします。  
 それじゃあ最後の議題ですね。「野生生

物の観察事業」。資料３－４をお願いし

ます。  

【事務局（奥崎）】説明：それでは資料

３－４の「平成 17 年度 身近な野生生
物の観察事業について」説明させてい

ただきます。  
 ExTEND2005 の中で野生生物の観察は
１番目の柱として位置付けられており

ます。今年度から生活に身近な野生生

物の観察事業を開始することにいたし

ました。本事業では、地域レベルでの

既存の活動を活用、支援し、全国的に

展開。各地での活動の継続性を確保す

るためのものであります。子供たちや

一般市民の方々に生態系に対する関

心・興味を持っていただくことを主な

目的としております。  
 次のページに「参考１」とあるんです

けれども、ここに身近な野生生物の観

察事業についての事業目的を書いてお

ります。２番に調査の目的ということ

で、ちょっと重複になるんですけれど

も、１番目に、子供たちや一般市民の

方々に生態系に対する関心・興味を持

っていただくことを目的としておりま

す。２番目の目的としまして、データ

収集は可能な範囲でデータを収集する

こと。そういうことを目的としており

ます。  
 また資料３－４に戻りますが、今年度

は事業初年度であるため、試行的に事

業を開始しております。事業内容とし

ましては、既存の「こどもエコクラブ」

の体制を活用することとし、事務局で

ある日本環境協会の推薦によるクラブ

の中から 10クラブに協力していただく
ことといたしました。  
 「参考２」のほうに、この事業に参加

していただく指導委員と調査委員の紹

介をしております。「参考２」をご覧

ください。野生生物観察事業の指導委

員と調査委員と分けておりますけれど

も、指導委員というのは野生生物の専

門の先生で、クラブに対して助言など

を行っていただきます。調査委員とい

うのは、このこどもエコクラブ、10 ク
ラブの代表のことでございます。  
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質問・意見  説明･回答  
  指導委員としまして、残留農薬研究所

の青山先生、自然科学研究機構岡崎統

合バイオサイエンスセンターの井口先

生、自然環境研究センターの斉藤先生

と戸田先生、信州大学の花里先生、現

在広島大学院在籍で高校教諭でもあり

ます福井先生、農学博士の安間先生に

参加していただいております。  
 調査委員は、こどもエコクラブの 10 ク
ラブなんですけれども、全国各地の今

までのクラブの中でかなり実績のある

クラブに参加していただいておりま

す。代表サポーターとしまして、小学

校の先生や中学校の先生、博物館の職

員、地域の代表の方、スタッフなど、

さまざまな方が代表とされておりま

す。  
 次のページに各クラブの紹介を詳しく

書いております。  
 「参考３」をご覧ください。先ほどの

こういった野生生物の専門家やエコク

ラブの代表指導者など、こういったメ

ンバーで、野生生物の観察事業準備会

を構成し、本事業で今年何ができるか

の検討を行いました。これは、先月７

月 29 日に行っております。議題としま
して１～５、野生生物の観察事業につ

いていろいろご意見をいただきまし

た。  
 議事要旨といたしまして、下のほうに

書いてありますけれども、今年度は 10
クラブ限定で試行的に行う。２番目と

しまして、具体的な活動は各クラブの

これまでの活動の延長線上で行う。３

番目としまして、各クラブの構成や活

動はさまざまであること。また、デー

タ収集が主たる目的ではないことか

ら、詳細で画一的に規定するような調

査シートは作成しないことといたしま

した。４番目に、今年度各クラブから

は統一フォーマットによるフェイスシ

ートと今年の観察活動、これまでの活

動も含めてレポートを提出していただ

き、事務局で報告書にまとめることと

いたしました。５番目としまして、安

全確保上の注意点および観察上の注意

点に関してそれぞれの経験を紹介しあ

った上で意見交換を行ってまいりまし

た。  
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質問・意見  説明･回答  
 ６番目、今後の流れなんですけれども、

調査実施前には各クラブの調査計画書

を準備会のメンバーで共有し、随時意

見交換を行うこととしております。以

上で観察事業の説明を終わります。  
【座長】進行：はい、ありがとうございま

した。  
 今資料３－４についてご説明いただき

ましたが、２ページの調査の目的。子供

や一般市民の方々に生態系に対する関

心・興味を持っていただくのがまず一番

の大きな目的なんだと。そして、データ

は可能な範囲で収集していこうと。こう

いう形でこどもエコクラブを核としな

がら広げていきたいという、そういう趣

旨かと思います。  
 今のこの計画につきまして、ご意見なり

アドバイス、ご質問がありましたらお受

けしたいと思います。  

 

【村田委員】質問：これは非常に難しいと

思うんですけど、今までエコクラブなり

いろんな地域で子供たちが行ってきた

自然観察と ExTEND2005 の中で新たに
やることとはどう違うのか。初年度は様

子見だという感じでは分かるんですけ

れども、２年、３年、この先どうなるの

かというところがちょっとよく分から

ない。  

【上家環境安全課長】説明：まず身近な

野生生物の観察なんですが、本当は、

例えばメダカが減った増えたみたいな

ものが定量的に測れるようなレベルに

なっていればいいんですが、それはい

きなりでは全然無理だということがよ

く分かったんです。それどころか、そ

ういうデータ以前に活動しているとい

う情報すらないという状況から始まっ

ています。こどもエコクラブというの

は全国に何百かあるわけですけれど

も、それは野生生物の観察だけをして

いるわけではない上に、非常にテンポ

ラリーなものです。今年は活動しまし

た、終わり、だったりするものなんで

す。そういう意味で、ある程度歴史が

あって、しかも生き物の観察をしてい

そうなクラブが上がってきて、しかも

協力してもらえるところがこのぐらい

だったというところから始めるもので

すから、今年はまさにパイロット事業

というような感じであります。  
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質問・意見  説明･回答  
  これとは別に、自然局のほうで「緑の

国勢調査」というので、一斉に全国で

セミの抜け殻調査をしてもらったり、

メダカの調査をしてもらったり、いろ

んなことをやったことが数年前あった

わけですけれども、結局は種の同定す

らちゃんとできていないので、それを

もって確かな情報として数値化するこ

とはできないという結論になって、今

は一般の人からのデータで何かをする

ということはもう取りやめになってい

るという状況が片方にあるものですか

ら、むしろこの観察事業は、データよ

りも子供たちの観察事業をこういう形

でまとめるから皆さん来年も頑張って

ね、後輩にも頑張ってもらってねとい

うふうに言っていけるというのが今年

の目標かなというふうに考えておりま

す。  
 説明しませんでしたが、最終的には「こ

どもエコクラブ全国フェスティバル」

というのを毎年やっているわけですけ

れども、そこにこの 10 クラブのまとめ
として、環境省の事業として観察会を

やったメンバーからの報告みたいなブ

ースをつくって報告をしていくこと

で、もうちょっと違うクラブにも参加

してもらえるような形にして広げてい

きたいというのが精いっぱいです。  
 ただこの 10 クラブもよりすぐりの 10
クラブなんですが、それでも千差万別

でして、理科の先生が私立の中高一貫

校でやっているようなものは非常にし

っかりしています。先生の異動もない

し、子供たちは確実にいるし、フィー

ルドも動かない。ところが公立小学校

だと、熱心な先生がいてもいつ異動に

なるか分からない。異動した途端にも

うそのクラブは崩壊してしまう。そし

て次のところではすぐに立ち上がらな

い。地域を拠点にやっているところも

選んでいるんですが、地域だと今度は

リーダーのほうに専門性が全然なく

て、「これは何かな。図鑑で見ても分

からないね」で終わっている。それが

現状です。それでも調べていって、ど

こかで専門家とつながれば、分からな

いことがあったら疑問に答えてもらえ

る人もいるという中であれば、多少つ

ながっていけるのかなと。  
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質問・意見  説明･回答  
  そういうことで、指導員の方々は、哺

乳類の専門家、魚類の専門家、ミジン

コの専門家とかいろいろいまして、そ

ういう人たちとつながった形でやるこ

とによって来年以降も継続できる。そ

れから全国に仲間がいる。そういうこ

とをまず示すのが今年の段階です。来

年以降どこまで発展できるかは、今年

の様子を見ないとちょっと予想がつか

ないというのが正直なところです。  
【座長】意見：いずれにしても継続して行

っていくことがやっぱり大事だと思う

んですよね。それで傾向を見ていくとか

ね。今年のデータをバックグラウンドデ

ータにするわけにいかないんでしょう

けれども、とにかくそういうふうに継続

していかないと結論は出てこない。とり

あえず今年は自然をよく観察していた

だこうという、そういう核をつくってい

こうというのが主たる目的かなと思い

ます。  

 

【村田委員】意見：子供たちの側からすれ

ば、目標や化学物質のことをはっきり明

示しないまま、来年もまた漠然と観察し

ようというのでは関心を持ち続けられ

るものかどうか。  

【上家環境安全課長】説明：そこが逆で

して、何か難しいことを言っても、何

か難しそうだってうやむやになっちゃ

うんです。子供たちというのは、去年

の子供と今年の子供と来年の子供は違

う子供なんです。４年生が対象とかい

うと、もうお兄ちゃんになっちゃって、

今の３年生がなっていくとかいう。２、

３年は活動するかもしれませんが、非

常に早いスパンで入れ替わっていくわ

けです。指導者のほうがむしろ変わら

ないでいてくれるところが維持でき

る。ただ、１回でもそういうものに加

わって活動した子供たちというのは違

った見方ができていくだろうという、

教育効果という意味ではそれでもいい

のかなというのが１点です。  
 それから、10 クラブの話を聞いている
と、「あっ、何か魚がいっぱいいるね」。

そこでわあっと面白いとなったら、セ

ミの観察に来たはずなのに魚の観察で

１日が終わっちゃったとか、そういう

こともある。目標を掲げれば行くとい

うのはもうちょっと大きな子供たち

で、高校生とかですね、小学生、中学

生だとつなぎ止めるだけでもやっと。
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質問・意見  説明･回答  
  この中で、一応今回はできるだけ水生

生物に的を絞ってやってもらいたいと

いうことにはしたんですが、水生生物

といってもヤゴからコイまでいろいろ

いたりするということであります。魚

を細長い、薄っぺらな、横を向いたり

できないような水槽に入れると大きさ

が測れるという水槽があるんだそう

で、それに環境省のマークをシールで

張って配ろうということにしました。

それで大きさだけを測るような、観察

活動めいたことを少しやる。環境省マ

ークが付いたスケール水槽が来たよ

と。そういうことだけでも子供たちは

すごくうれしいんだというふうに現場

のリーダーから言われまして、私たち

が想像したものとおよそ違う世界があ

ったというのがこの前の検討会の状況

です。（笑）  
 やっぱり現場のリーダーの人たちがや

りやすいと思われるところから始めな

いと、子供たちがそっぽを向いて、「き

ょうは暑いからやめた」と言われたら

もう終わりになっちゃうようなところ

がある中での事業なものですから、現

場の方々からのご意見で今年はできる

だけ進めてみたいというふうに考えて

います。  
【座長】進行：はい、ありがとうございま

した。  
 一応これで三つの大きな柱について、ホ

ームページ、国際シンポジウム、そして

野生生物の観察、それぞれ個別に議論し

ていただきましたが、最後に全体を通し

て、言いそびれたこととか、これだけは

言っておきたいということがありまし

たらお伺いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。  
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質問・意見  説明･回答  
【川島委員】質問：ちょっと本日の議題と

はずれてくるかもしれませんが、さきほ

どのホームページに関連して、環境省さ

んのホームページで、今まで SPEED' 98
で実施した試験結果を（英訳して）諸外

国へ公表するようなことは進んでいる

のでしょうか。  

【上家環境安全課長】説明：基本的には

いろんな研究があったものですから一

律ではありませんけれども、試験法開

発に関連する部分については、ＯＥＣ

Ｄへは情報提供しています。あとは、

日米、日英、日韓という枠で、会議だ

けだったり共同研究だったり濃淡はあ

りますが、そういうところでは発表し

ていっていますし、それはできるだけ

ちゃんと専門誌にペーパーとして書い

てもらうということも順次進めている

ところです。  
 それ以外は、基本的にはマンパワーと

予算の都合があってすべてを英文にし

て環境省のホームページ英語版をつく

るというところまでは残念ながら至っ

ていませんが、できる範囲でそういう

リリースはしていきたいというふうに

考えています。  
【座長】進行：ほかにありますか。  
 今日全体の議論を聞いていますと、三つ

の事業についてそれぞれが相互に連携

を持ちながら、そしてできるだけ双方向

になるような形を考えていってもらう

のが大事じゃないか。それがリスクコミ

ュニケーションの基本だろう。三つに共

通したことが重要かなと私なりに思い

ました。  
 間正さん、あります？ いいですか。ほ

かによろしいですか。  
 それじゃあ、あともう一つ議題５という

のがあるんですが、事務局、「その他」

ありますか。  

【事務局（安部）】説明：次回の開催の

件ですが、先ほどちょっと課長からも

お話があったとおり、今年度事業の成

果の報告という形になりますので、年

度末のある時期また別途調整させてい

ただきまして、開催させていただけれ

ばと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。  

【座長】 はい、分かりました。じゃあ、次回は年度末に、ホームページの結果なり、

国際シンポジウムの結果、野生生物の観察の結果、その辺の事業の報告をいただく

と同時に、また次年度以降どうしたらいいかという議論をしたいと思います。  
 それでは、一応これで予定の議事は終わりましたので終了させていただきます。ど

うもありがとうございました。  
 
 


